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『大口通商店街協同組合まちづくり協定』について
大口通商店街では、まちづくり協定が締結されています。

大口通商店街では、地域住民に愛される商店街として、これまで様々な努力をしてきましたが、商店街において建築等が行なわれ、商店街の連続性が損なわれたり、物販店が減少するなど、商店街らしさが次第に壊れつつあります。

そこで、「大口商店街らしさ」や「歩いて楽しい商店街」の雰囲気が次の世代に継承できるように、大口通商店街協同組合では、横浜市と連携を図り、商店街の出店者の同意を得て「まちづくり協定」を締結しましたので、協定に掲げる行為を行なう場合は、この協定を遵守して下さい。
平成19年5月29日
まちづくり協定の内容（概要）
【協定の範囲】

協定は、大口通交差点から国道一号線までの大口通りに接する両側の街区

【協定の内容】（詳細は協定の本文をお読み下さい）
1） 建築物の用途及び営業

1 建築物の１階で通りに面した部分は、店舗、事務所等とし、住宅（ただし、住居の用途に供する部分）、駐車場等の商店街の連続性を損なうものは設けないこと。

2 店舗や事務所は、原則として昼型の店舗とし、深夜だけ営業する店舗等としないこと。

3 区域内で、性風俗を営む店舗等公序良俗に反する店舗等や健全な商業振興を阻害する店舗の設置又は営業は行なわないこと。

2） 騒音、振動、悪臭、ゴミの放置、光害等周辺の環境を害する行為は行なわないこと。

3） コインランドリー、集合住宅等で管理者が常駐しない施設については、見やすい場所に管理者名と連絡先を明記すること。
4） 区域内で営業する者は、商店街に加入するとともに、商店街振興等に協力すること。

5） 建築等の工事を行なう事業者は、あらかじめ工事協定を締結すること。

6） 建築、街並みに影響を及ぼす恐れのある大規模な修繕、出店をしようとするときは、あらかじめ理事長に申請し承認を得ること。なお、商店街理事会として、協議を求め必要な指導を行なうことができます。

7） 協定に違反する者については、是正措置を指導するとともに、違反の事実を公表する場合があります。

【問い合わせ】

連絡先

〒221-0002
横浜市神奈川区大口通り７－4

電話　045－421－2996

　大口通商店街協同組合まちづくり協定

前文

　大口通商店街は、かつては子安浜に続く静かな漁村であったが、臨海部の工場等の立地に伴って商店街が形成され、戦後も早期に復興し、戦後の経済成長の中で地域住民に支持される商店街として発展してきました。

　近年は消費需要の低迷、郊外地への大型店の立地など商店街をめぐる経済状況は厳しくなる一方です。その中にあっても、大口通商店街は各地で生まれているシャッター通りとなることなく、商店街らしさを維持してきました。しかし、最近になりワンルームマンション等の建設がされるようになってきています。商店街で新しい建築が行われることは歓迎すべきことですが、一方、マンション等の建築によりビルの１階部分が店舗ではなく住居や駐車場となることによって、商店街の連続性が損なわれるなど、賑わいのある商店街づくりにとって問題が起きています。このことから、商店街としても、商店街の賑わいを壊しかねない建築やテナント等については、大口通商店街らしさを壊すことのないよう誘導する必要が生じたことから、商店街の街づくりのルールを定めることになりました。

第１条　（協定書の目的）

　　　　　　本協定書は、第２条に定める理念及び第３条で定める基本方針を実現するため、第５条に定める区域内における建築物の建築又は店舗の立地に関し必要な基準と手続きを定め、大口通を次の世代も暮らしやすい街・次の世代も希望と誇りを持って商売を続けられる街に育てていくことを目的とする。

第２条　（まちづくりの理念）

　　　　　　大口通は、横浜を代表する地域密着・生活関連型商店街の一つとしての伝統を大切に守りつつ、地域の人びととの共生と協働を重視し、常に元気と活気にあふれ、地域の新しいニーズにも応え続ける街を目指す。

第３条　（まちづくりにおける基本方針）

　　　　　　第１条に定める理念を実現するために、以下の基本方針に準拠して、まちづくりを推進する。

1) 大口で生まれ育った親・子・孫の三世代が楽しめる街・憩える街・心の絆　　　　　を深める街を創造する。

２）暮らしのニーズばかりでなく、学びと発見のニーズ、出会いと交流のニーズにも応えることができ、地域社会の「お茶の間」としての役割を果たせる街を創造する。

３）訪れた人びとも、商売をする人びとも楽しさと満足を感じることができ、元気・活気・笑顔のあふれる街を創造する。

４）安全・安心を常に心がけ、人にストレスを感じさせない街を創造する。

５）正直・誠実、おせっかい好きな人びとが集まり、常に暖かく、気取りのない雰囲気に包まれた街を創造する。

6） 訪れる人、暮らす人、商う人が喜びを共有でき、地域の力で育っていく街・地域の力を育てる街を創造する。

第４条　（協定書の名称）

　　　　　　本協定書の名称は、「大口通商店街協同組合まちづくり協定書」とする。

第５条　（協定書の対象区域）

　　　　　　本協定書は、大口通交差点（横浜銀行大口支店前）から国道一号線までの大口通に接する両側街区（別図の区域）を適用区域とする。

第６条　（建築物の用途及び営業）

　　　　　１）　建築物の１階で通りに面した部分は、店舗、事務所等とし、住宅（ただし、住居の用途に供する部分）、駐車場、コインランドリー等商店街の連続性を損なうものは設けないこと。

　　　　　２）　店舗や事務所は、原則として昼型の店舗等とし、深夜だけ営業する店舗等としないこと。

　　　　　３）　区域内で、性風俗を営む店舗の設置又は営業（風営法で定める「性風俗関連特殊営業」をいう）、ゲームセンター、マージャン屋、性風俗案内所、その他公序良俗に反する店舗等や大口通商店街の健全な商業振興を阻害する店舗の設置又は営業は行わないこと。

第7条 （環境の配慮）

　　　　　　区域内で、騒音、振動、悪臭、ゴミの放置、光害等周辺の環境を害する行為は行わないこと。

第8条 （管理）

　　　　　　コインランドリー、集合住宅、その他の施設で管理者が常駐しない施設を設置しようとする場合は、当該施設の見やすい場所に管理者名及び連絡先を明記すること。

第９条　（商店街への加入等）

　　　　　１）　大口通商店街の区域で営業する者は、大口通商店街協同組合に加入すること。

　　　　　２）　大口通商店街の区域で営業する者は、大口通商店街の商業振興等の事業に相互に協力し、商店街が全体として発展することに寄与すること。

第１０条　（工事協定）

区域内で建築等の工事を行なう事業者は、周辺の商業者又は居住者等に対して、工事を行なうにあたって、あらかじめ工事の工程、内容等を説明するとともに、周辺の商業者又は居住者等と工事協定を締結するものとする。
第１１条　（手続き）

1） 　第５条に規定する区域で、建築（増改築も含む）しようとする者、大規模な修繕等をしようとする者、営業をしようとする者、業種業態を変更しようとする者は、法令申請又は着手の前にあらかじめ理事長に申請を行い、理事会の承認を得なければならない。

2） 　理事長は、前項の届出を受けたときは、速やかに理事会を開催し当該申請にかかる審査を行うとともに、審査の結果を当該申請者に通知しなければならない。

3） 　理事会は、当該申請の内容について、このルールに基づいて改善が必要であると判断したときは、申請者に対して協議を求め、必要な指導を行うことができる。

4） 　理事会は、申請に対する審査や届出者との協議にあたって、横浜市の関係課に必要な支援を要請することができる。

第１２条　（違反者への指導等）

1） 　理事長は、この協定書に違反した者に対して、必要な是正措置を講ずるよう指導することができる。

２）　理事長は、前項の指導に従わない者について、理事会の意見を聞いた上で違反の事実を商店街の広告紙等で公表することができる。

　　　　　３）　理事長は、前項の公表を行おうとする場合は、あらかじめその者に対して公表する旨を通知するとともに意見を聞く機会を設けなければならない。

第１３条　（委任）

　　　　　この協定の運用に関し必要な事項は、理事会の議を経て理事長が別に定める。

附則

　１　この協定は、平成19年5月29日から発効する。
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（一号様式、申請書類）

申請書番号□□□□―□□

· 申請番号は、受付受領後、記入し正本は組合事務所で保管します。副本は受領印を押印するので、申請者が保管してください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請年月日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

申請者　　　　　　　　　　　　印

住所

氏名
大口通商店街協同組合理事長様

大口通商店街協同組合まちづくり協定第11条１）に基づき必要な書類を添付し以下の様に申請します。

１、申請行為の種別

　　　　新築、増改築、大規模な修繕等、出店、業種業態の変更、

その他（　　　　　　　　　　　　　）

２、建築、出店等の用途及び規模

	項目
	

	①用途


	

	②建築面積


	

	③総床面積


	

	④構造


	

	⑤建築物の高さ


	

	⑥駐車場の位置及び台数


	

	⑦その他


	


３、行為を行なう場所

①行為を行なう住所（案内図を添付）

４、行為者（施主）名

①氏名（会社名）

②住所

③連絡先

５、工事者

①氏名（会社名）

②住所

③連絡先

６、予定

①着手予定日

　　　　　　　年　　月　　日

②完了予定日

　　　　　　　年　　月　　日

　　

※施主に代わって事業者が申請する場合は、施主の委任状を添付すること。

※必要な図面等を添付すること。

　　新築、増改築の場合は、案内図、配置図、平面図、立面図、屋根伏図等

　　大規模な修繕の場合は、修繕の計画図、正面の立面図
　　出店、業種業態の変更の場合は、出店等にかかる平面図、正面の立面図

　　その他、行為によって必要な図書

受領年月日

　　年　　月　　日

大口通商店街協同組合理事長　印

大口通商店街協同組合まちづくり協定の範囲








